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治
二
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五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）
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省

令

別
表
第
四
中「

2
0¶
0
0
0円

7¶
3
0
0¶
0
0
0円

」を

「

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

2
5¶
0
0
0円

2
4¶
0
0
0円

2
2¶
0
0
0円

2
0¶
0
0
0円

9¶
1
2
5¶
0
0
0円

8¶
7
6
0¶
0
0
0円

8¶
0
3
0¶
0
0
0円

7¶
3
0
0¶
0
0
0円

」
に
改
め
る
。
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〇
農
林
水
産
省
令
第
五
十
六
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
林
業
種
苗
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

〇
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四
号

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五

十
号
）
第
三
十
七
条
並
び
に
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）

第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規

則
及
び
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
五
年
八
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
及
び
労
働
保

険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
十
六
条
の
二
十
第
一
項
中
「
及
び
二
万
円
」
を

「
、
二
万
円
、
二
万
二
千
円
、
二
万
四
千
円
及
び
二
万

五
千
円
」
に
改
め
る
。

（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
省

令
〕

〇
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
及
び

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
厚
生
労
働
九
四
）

J

〇
林
業
種
苗
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
農
林
水
産
五
六
）

〇
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
国
土
交
通
六
四
）

K

〔
告

示
〕

〇
除
籍
が
滅
失
し
た
件
（
法
務
二
六
八
）

K

〇
公
証
人
法
第
七
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
件
（
同
二
六
九
）

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
同
二
七
〇
）

〇
記
念
物
を
登
録
記
念
物
に
登
録
す
る
件

（
文
部
科
学
一
二
七
）

L

〇
使
用
薬
剤
の
薬
価
（
薬
価
基
準
）
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
厚
生
労
働
二
六
五
）

M

〇
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基

準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲

示
事
項
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
六
六
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

平
成
二
十
四
年
人
事
院
公
示
第
十
四
号
の
一

部
改
正
に
関
し
、
決
定
し
た
件

（
人
事
院
公
示
一
三
）

Q

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
、
犯
罪
被
害
財
産
支
給
手
続
開
始
決

定
、
登
録
個
別
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者

の
登
録
失
効
、
建
設
業
の
許
可
の
取
消
処

分
関
係

R

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

J
J

特
殊
法
人
等

平
成
二
十
四
年
度
内
閣
共
済
組
合
の
決

算
、
企
業
年
金
基
金
清
算
結
了
・
清
算
人

退
任
関
係

K
R

会
社
そ
の
他

L
I

〇
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び

施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
六
七
）

〇
特
定
特
殊
自
動
車
の
型
式
の
届
出
が
あ
っ

た
件

（
経
済
産
業
・
国
土
交
通
・
環
境
八
三
〜

八
八
）

M

〇
少
数
生
産
車
の
型
式
を
承
認
し
た
件

（
同
八
九
〜
九
三
）

N

〇
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第

一
号
の
甲
号
港
湾
及
び
乙
号
港
湾
を
指
定

す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
国
土
交
通
七
六
一
）

O

〇
国
土
交
通
大
臣
が
適
性
診
断
の
実
施
機
関

を
認
定
す
る
件
（
同
七
六
二
、
七
六
三
）

〇
国
土
交
通
大
臣
が
講
習
の
実
施
機
関
を
認

定
す
る
件
（
同
七
六
四
、
七
六
五
）

〇
航
路
標
識
に
関
す
る
件

（
海
上
保
安
庁
一
五
一
〜
一
五
四
）

〇
航
空
自
衛
隊
の
補
給
処
の
支
処
及
び
出
張

所
の
設
置
に
関
す
る
告
示
の
全
部
を
改
正

す
る
件
（
防
衛
一
四
五
）

P

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
一
二
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
七
一
）

〔
国
会
事
項
〕

Q

〔
人
事
異
動
〕

財
務
省

農
林
水
産
省

Q

〔
皇
室
事
項
〕

Q

˜
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